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報告１

公立学校職員の給与に関する教育委員会規則の一部改正案の概要

教育委員会事務局教職員課

１ 一部改正の理由

平成30年10月11日の栃木県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告の趣旨

にのっとり、平成30年度栃木県議会第353回通常会議において議決された栃木県公立

学校職員給与条例の一部を改正する条例により、必要となる規則の一部改正をしよう

とするものである。

２ 一部改正の内容

（ ）⑴ 栃木県公立学校職員の初任給 昇格 昇給等の基準に関する規則、 、 昭和32年規則第７号

① 昇格時号給対応表及び降格時号給対応表の改正

平成30年４月の公民給与較差に基づく給料表の改定に伴い、現行の「昇格時号

給対応表」による昇格後の号給及び「降格時号給対応表」による降格後の号給と

対応が異なる場合が生じるため 「昇格時号給対応表」等の改正を行う。、

（経過措置）

、 、 。昇格時号給対応表の改正により 旧法有利が生じるため 経過措置を規定する

（昭和34年規則第6号）⑵ 公立学校職員の宿日直手当支給規則

① 宿日直手当の支給額の改定

、 。宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ 宿日直手当の支給額の改定を行う

・一般当直 4,300円 → 4,400円 （＋100円）

7,200円 → 7,400円 （＋200円）・寄宿生介護当直

（昭和54年規則第20号）⑶ 栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則

① 調整基本額表の改正

平成30年４月の公民給与較差に基づく給料表の改定に伴い、調整基本額表の改

正を行う。

３ 施行期日（適用期日）

⑴～⑶ 公布日施行（平成30年4月1日適用）
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栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

案
要
綱

教
職
員
課

一

規
則
案
の
趣
旨

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日
の
人
事
委
員
会
勧
告
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

規
則
案
の
内
容

１

昇
格
時
号
給
対
応
表
及
び
降
格
時
号
給
対
応
表
の
改
正

平
成
三
十
年
度
の
教
育
職
給
料
表
の
給
料
月
額
の
改
定
に
伴
い
、
別
表
第
十
四
の
昇
格
時
号
給
対
応
表

及
び
別
表
第
十
五
の
降
格
時
号
給
対
応
表
の
一
部
を
改
正
す
る
。

２

経
過
措
置

昇
格
時
号
給
対
応
表
の
改
正
に
よ
り
、
今
年
度
内
の
昇
格
者
等
に
つ
い
て
、
こ
の
改
正
に
よ
る
不
均
衡

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
。

⑴

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
昇
格
等
し
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
昇

格
時
号
給
対
応
表
に
よ
る
号
給
が
、
改
正
前
の
昇
格
時
号
給
対
応
表
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の

昇
格
等
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
昇
格
時
号
給
対
応
表
に
よ
る
号
給
と
す
る
。

⑵

施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
昇
格
し
た
職
員
の
う
ち
、
前
記

と
の
均

⑴

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
昇
格
時
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
昇
格
時
号
給
対
応

表
に
よ
る
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

施
行
期
日
等

こ
の
規
則
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（

1
1

）

（

1
1

）

別
表
第

別
表
第

1
4

1
4

第
条
関
係

第
条
関
係

昇
格
時
号
給
対
応
表

昇
格
時
号
給
対
応
表

イ
教
育
職
給
料
表
⑴
昇
格
時
号
給
対
応
表

イ
教
育
職
給
料
表
⑴
昇
格
時
号
給
対
応
表

昇
格
後
の
号
給

昇
格
後
の
号
給

昇
格
し
た

昇
格
し
た

日
の
前
日

日
の
前
日

に
受
け
て

に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

略
略

略
い
た
号
給

２
級

略
略

略

略
略

略
略

略
略

9
5

5
3

9
5

5
4

略
略

略
略

略
略

9
7

5
4

9
7

5
5

略
略

略
略

9
8

5
4

9
8

5
5

略
略

略
略

9
9

5
5

9
9

5
6

略
略

略
略

1
0
0

5
5

1
0
0

5
6

略
略

略
略

1
0
1

5
5

1
0
1

5
7

略
略

略
略

1
0
2

5
6

1
0
2

5
7

略
略

略
略

1
0
3

5
6

1
0
3

5
7

略
略

略
略

1
0
4

5
6

1
0
4

5
8

略
略

略
略

1
0
5

5
7

1
0
5

5
8

略
略

略
略

1
0
6

5
7

1
0
6

5
8

略
略

略
略

1
0
7

5
7

1
0
7

5
9

略
略

略
略

1
0
8

5
8

1
0
8

5
9
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略
略

略
略

1
0
9

5
8

1
0
9

5
9

略
略

略
略

1
1
0

5
8

1
1
0

6
0

略
略

略
略

1
1
1

5
9

1
1
1

6
0

略
略

略
略

1
1
2

5
9

1
1
2

6
0

略
略

略
略

1
1
3

5
9

1
1
3

6
1

略
略

略
略

1
1
4

6
0

1
1
4

6
1

略
略

略
略

1
1
5

6
0

1
1
5

6
1

略
略

略
略

1
1
6

6
0

1
1
6

6
1

略
略

略
略

略
略

1
1
9

6
1

1
1
9

6
2

略
略

略
略

1
2
0

6
1

1
2
0

6
2

略
略

略
略

1
2
1

6
1

1
2
1

6
2

略
略

略
略

略
略

1
2
5

6
2

1
2
5

6
3

略
略

略
略

1
2
6

6
2

1
2
6

6
3

略
略

略
略

略
略

1
3
1

6
3

1
3
1

6
4

略
略

ロ
教
育
職
給
料
表
⑵
昇
格
時
号
給
対
応
表

ロ
教
育
職
給
料
表
⑵
昇
格
時
号
給
対
応
表

昇
格
後
の
号
給

昇
格
後
の
号
給

昇
格
し
た

昇
格
し
た

日
の
前
日

日
の
前
日

に
受
け
て

に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

略
略

略
い
た
号
給

２
級

略
略

略

略
略

略
略

略
略

略
略

8
2

5
7

8
2

5
8

略
略

略
略

略
略

8
3

5
8

8
3

5
9
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略
略

略
略

略
略

8
4

5
8

8
4

6
0

略
略

略
略

略
略

8
5

5
9

8
5

6
1

略
略

略
略

略
略

8
6

5
9

8
6

6
1

略
略

略
略

略
略

8
7

6
0

8
7

6
1

略
略

略
略

略
略

8
8

6
0

8
8

6
2

略
略

略
略

略
略

8
9

6
1

8
9

6
2

略
略

略
略

略
略

9
0

6
1

9
0

6
2

略
略

略
略

略
略

9
1

6
2

9
1

6
3

略
略

略
略

略
略

9
2

6
2

9
2

6
3

略
略

略
略

略
略

略
略

9
4

6
3

9
4

6
4

略
略

備
考

略
備
考

略

（

1
2

）

（

1
2

）

別
表
第

別
表
第

1
5

1
5

第
条
関
係

第
条
関
係

降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
時
号
給
対
応
表

イ
教
育
職
給
料
表
⑴
降
格
時
号
給
対
応
表

イ
教
育
職
給
料
表
⑴
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
後
の
号
給

降
格
後
の
号
給

降
格
し
た

降
格
し
た

日
の
前
日

日
の
前
日

２
級
か
ら

略
略

略
２
級
か
ら

略
略

略
に
受
け
て

に
受
け
て

１
級
へ
の

１
級
へ
の

い
た
号
給

い
た
号
給

降
格

降
格

略
略

略
略

略
略

5
3

9
5

5
3

9
4

略
略

略
略

5
4

9
8

5
4

9
6

略
略

略
略

5
5

1
0
1

5
5

9
8

略
略

略
略

5
6

1
0
4

5
6

1
0
0

略
略

略
略

5
7

1
0
7

5
7

1
0
3

略
略

略
略

5
8

1
1
0

5
8

1
0
6
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略
略

略
略

5
9

1
1
3

5
9

1
0
9

略
略

略
略

6
0

1
1
6

6
0

1
1
2

略
略

略
略

6
1

1
2
1

6
1

1
1
8

略
略

略
略

6
2

1
2
6

6
2

1
2
4

略
略

略
略

6
3

1
3
1

6
3

1
3
0

略
略

ロ
教
育
職
給
料
表
⑵
降
格
時
号
給
対
応
表

ロ
教
育
職
給
料
表
⑵
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
後
の
号
給

降
格
後
の
号
給

降
格
し
た

降
格
し
た

日
の
前
日

日
の
前
日

２
級
か
ら

略
略

略
２
級
か
ら

略
略

略
に
受
け
て

に
受
け
て

１
級
へ
の

１
級
へ
の

い
た
号
給

い
た
号
給

降
格

降
格

略
略

略
略

略
略

5
7

8
2

5
7

8
1

略
略

略
略

5
8

8
4

5
8

8
2

略
略

略
略

5
9

8
6

5
9

8
3

略
略

略
略

6
0

8
8

6
0

8
4

略
略

略
略

6
1

9
0

6
1

8
7

略
略

略
略

6
2

9
2

6
2

9
0

略
略

略
略

6
3

9
4

6
3

9
3

略
略

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の

あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の

日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の

と
す
る
。
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３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異

動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異

動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
職
員
課
）
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公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
要
綱

教
職
員
課

一

規
則
案
の
趣
旨

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日
の
人
事
委
員
会
勧
告
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

規
則
案
の
内
容

宿
日
直
手
当
の
支
給
額
の
改
定

宿
日
直
勤
務
対
象
職
員
の
給
与
の
状
況
を
踏
ま
え
、
宿
日
直
手
当
の
支
給
額
の
改
定
を
行
う
。

・
一
般
当
直

四
千
三
百
円

→

四
千
四
百
円

（
百
円
増
）

・
寄
宿
生
介
護
当
直

七
千
二
百
円

→

七
千
四
百
円

（
二
百
円
増
）

三

施
行
期
日
等

こ
の
規
則
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
宿
日
直
手
当
）

（
宿
日
直
手
当
）

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務

第
三
条

第
三
条

一
回
に
つ
き
四
千
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間

一
回
に
つ
き
四
千
三
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間

が
五
時
間
未
満
の
場
合
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
二
千

が
五
時
間
未
満
の
場
合
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
二
千

二
百
円

と
す
る
。

百
五
十
円
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
そ
の
特
別
支

一

特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
そ
の
特
別
支

援
学
校
の
寄
宿
生
に
対
す
る
介
護
の
業
務
を
主
と
す
る

援
学
校
の
寄
宿
生
に
対
す
る
介
護
の
業
務
を
主
と
す
る

宿
日
直
勤
務
を
し
た
場
合

勤
務
一
回
に
つ
き
七
千
四

宿
日
直
勤
務
を
し
た
場
合

勤
務
一
回
に
つ
き
七
千
二

百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の

百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の

場
合
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
三
千
七
百
円
と
す
る
。

場
合
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
三
千
六
百
円
と
す
る
。

二
～
五

略

二
～
五

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
教
職
員
課
）



- 10 -

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
要
綱

教
職
員
課

一

規
則
案
の
趣
旨

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日
の
人
事
委
員
会
勧
告
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

規
則
案
の
内
容

調
整
基
本
額
表
の
改
正

平
成
三
十
年
度
の
教
育
職
給
料
表
の
給
料
月
額
の
改
定
に
伴
い
、
別
表
第
二
の
調
整
基
本
額
表
の
一
部
を

改
正
す
る
。

三

施
行
期
日
等

こ
の
規
則
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



- -11

栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
２

別
表
第
２

調
整
基
本
額
表

調
整
基
本
額
表

イ
ホ

略
イ

ホ
略

～
～

へ
特
定
業
務
任
期
付
職
員
教
育
職
給
料
表
⑴

へ
特
定
業
務
任
期
付
職
員
教
育
職
給
料
表
⑴

職
務
の
級

調
整

基
本

額
職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

円
１

級
円

7
,
1
0
5

7
,
0
3
3

２
級

円
２

級
円

9
,
1
0
3

9
,
0
2
7

略
略

ト
特
定
業
務
任
期
付
職
員
教
育
職
給
料
表
⑵

ト
特
定
業
務
任
期
付
職
員
教
育
職
給
料
表
⑵

職
務
の
級

調
整

基
本

額
職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

円
１

級
円

7
,
1
0
5

7
,
0
3
3

２
級

円
２

級
円

7
,
8
2
5

7
,
7
4
9

略
略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平

成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
教
職
員
課
）


